
Ⅰ Ⅲ Ⅳ Ⅴ Ⅵ

各所属 知事に 審査会の 知事からの 実施機関
にて整理 報告 意見聴取 求め にて施行

※保存期間満了前の
できる限り早い時期

※保存期間満了前 ※保存期間満了前 ※保存期間満了前 ※保存期間満了前

規則指定の
実施機関

その他の
実施機関

知事が特定歴史公文書として保存するまでの事務の流れ

Ⅱ

Ⅰを踏まえて
実施機関が選別

※保存期間満了前

文書を作成し
保存する機関

保存
特定歴史公文
書として保存

特定歴史公文
書として保存

① 知事 延長 延長

廃棄 廃棄 意見聴取 廃棄

保存
特定歴史公文
書として保存 知事へ移管

② 延長 延長

知事から廃棄
しないよう求め

廃棄 廃棄 知事に報告
知事が
意見聴取

廃棄

保存 延長 延長

③

廃棄 廃棄 廃棄

選別

選別

選別
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